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第12回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録 

 

令和３年６月28日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時02分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)新たな地方創生への取組に関する件 

(2)行政サービスの維持向上に関する件 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査長互選 

――――――――――――――― 

出 席 委 員（16人） 

        委 員 長  髙 木 健 次 

副委員長 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員  田 大 造 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 松 野 明 美 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 前 田 敬 介 

欠 席 委 員（なし）    

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

総務部 

部長 白 石 伸 一 

 理事兼 

    市町村・税務局長 村 上   徹 

       市町村課長 坂 野 定 則 

首席審議員兼人事課長 城 内 智 昭 

企画振興部 

       政策審議監 厚 地 昭 仁 

   地域・文化振興局長 上 田 哲 也 

交通政策・情報局 

情報政策審議監 島 田 政 次 

        企画課長 津 川 知 博 

  首席審議員兼 

地域振興課長 小 川 剛 史 

      情報政策課長 臼 井 洋 介 

 知事公室 

     政策調整監 天 野 誠 史 

健康福祉部 

    健康福祉政策課長 椎 場 泰 三 

 環境生活部 

      環境政策課長 江 橋 倫 明 

商工労働部 

      商工政策課長 市 川 弘 人 

 労働雇用創生課長 中 川 博 文 

観光戦略部 

観光交流政策課長  久 原 美樹子 

 農林水産部 

      首席審議員兼 

農林水産政策課長 深 川 元 樹 

  農地・担い手支援課長 高 野   真 

 土木部 

監理課長 森 山 哲 也 

住宅課長 折 田 義 浩 

 教育委員会 

      教育政策課長 井 藤 和 哉 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 松 本 浩 明 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○髙木健次委員長 ただいまから、第12回地

域対策特別委員会を開催します。 

 最初の委員会の開催に当たり、一言御挨拶

を申し上げます。 

 改めまして、委員長の髙木でございます。 
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 本委員会には、新たな地方創生への取組に

関する件、行政サービスの維持向上に関する

件の２件が、調査事件として付託されており

ます。 

 本地域対策特別委員会は３年目を迎えます

が、今年度は従来からの課題に加え、コロナ

禍への対応や行政のデジタル化等の新たな課

題も審議していくことになります。人口減少

に起因する従来からの課題に加え、喫緊かつ

重要な課題であり、関係する分野も多岐にわ

たるものであります。この委員会において執

行部の皆様と建設的に意見を交換しながら、

しっかりと取り組んでまいりたいと思いま

す。委員の先生方をはじめ執行部の皆様の御

協力をいただき、岩本副委員長とともに本委

員会の円滑な運営に努めてまいりたいと考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

 副委員長からも一言、御挨拶をお願いした

いと思います。 

 

○岩本浩治副委員長 改めまして、おはよう

ございます。副委員長の岩本でございます。 

 ただいま委員長からもございましたが、本

委員会における２件の付託調査事件は、本県

の発展に関わる大変重要なテーマと認識して

おります。 

 この１年、円滑な委員会運営が行われます

よう、委員長を補佐し精いっぱい努めてまい

りたいと思いますので、委員各位並びに執行

部の皆様方に御協力をよろしくお願い申し上

げて、御挨拶にさせていただきます。 

 

○髙木健次委員長 執行部の紹介につきまし

ては、お手元の関係部課職員名簿に代えさせ

ていただきます。なお、本日委員会出席者

は、説明資料に関係する職員のみとしており

ますので、お手元の配席表により御確認くだ

さい。 

 次に、執行部を代表して白石総務部長から

挨拶をお願いします。 

 

○白石総務部長 おはようございます。総務

部の白石でございます。 

 執行部を代表しまして、一言御挨拶を申し

上げます。先ほど委員長、副委員長からお話

がございましたように、本年度は２件、新た

な地方創生の取組と行政サービスの維持向上

について御議論いただくこととなっておりま

す。 

 １点目の新たな地方創生の取組につきまし

ては、本県では今年３月に県政運営の方向性

を示します「新しいくまもと創造に向けた基

本方針」、及びこれに沿って実施する具体的

施策を取りまとめた「第２期熊本県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定いたしまし

た。この基本方針に沿って、現在、熊本地震

や令和２年７月豪雨からの創造的復興、新型

コロナウイルス感染症の対応、さらには地方

創生の取組等を進めているところでございま

す。 

特に、新型コロナウイルスの中で、感染拡

大によりオンラインやテレワークの普及等に

見られる社会の変容や、それに伴います地方

移転、移住などの関心・高まりをきっかけと

して、これらを熊本のさらなる発展につなげ

るために、今後デジタル化の推進や熊本への

人、企業の流れを呼び込む取組が大変重要に

なってまいります。 

このような状況を踏まえまして、今年度は

特にＤＸ－デジタルトランスフォーメーショ

ンの推進と、移住定住等の推進の２つのテー

マに焦点を当てて御議論いただくことになっ

ております。 

 ２点目の、行政サービスの維持向上、これ

につきましては昨年度に続いての付託案件と

なります。 

昨年度は、国の地方制度調査会の答申など

も踏まえ、県と市町村の協力・連携や地方行

政のデジタル化等について御議論いただき、
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県としての今後の取組を示させていただきま

した。引き続き、2040年問題を見据え、整理

しました取組を着実に進めていくとともに、

さらなる行政サービスの維持向上について、

市町村の意向を十分踏まえながら検討を進め

てまいります。 

 以上２点につきまして、委員の皆様方によ

る活発な御議論をいただきますとともに、執

行部としましても、それに精いっぱい取り組

んでまいりたいと考えております。 

 １年間どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○髙木健次委員長 それでは、お手元に配付

の委員会次第に従い、付託調査事件を審議さ

せていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

 議題１、新たな地方創生への取組に関する

件、議題２、行政サービスの維持向上に関す

る件について、一括して執行部から説明を受

け、その後質疑を受けたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては簡

潔にお願いします。また、説明者は着座にて

説明をお願いします。 

 では、執行部から説明をお願いします。 

 

○津川企画課長 企画課でございます。 

 新たな地方創生につきまして、最初に地方

創生に係るこれまでの国や本県の状況につい

て御説明いたします。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 国におきましては、全国的な人口減少・超

高齢化という大きな課題に対し、地方と一体

となり各地域がそれぞれの特徴を生かした、

自立的で加速的な社会を創生するため、平成

26年に、まち・ひと・しごと創生法を制定、

総合戦略が閣議決定されました。令和元年に

は第１期総合戦略の検証を踏まえ、第２期総

合戦略が策定されています。 

県は平成27年10月に、人口ビジョンやま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定。令和

３年３月に国の総合戦略の見直しや新型コロ

ナ、令和２年７月豪雨を踏まえ、第２期の総

合戦略を策定いたしました。 

 おめくりいただきまして、２ページをお願

いいたします。 

 全国及び熊本県の人口の動向について、御

説明します。グラフは国の統計に基づく人口

の長期推移を示しており、赤色が全国、青色

が本県の状況です。本県は全国よりも10年早

く、1998年から人口減少の局面に入っていま

す。国立社会保障・人口問題研究所の日本の

地域別将来推計人口によりますと、今後加速

度的に人口減少が進み、2045年には144.2万

人と、現在の175万人から大幅に減少するこ

とが見込まれております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 このグラフは、本県の人口の状況をさらに

詳しく説明したもので、グラフ上の青い線は

本県の総人口、まん中の赤い線は出生数と死

亡の差である自然増減、緑の線が他県への転

出・転入の差であり、社会増減を表していま

す。自然増減は、2003年に死亡数が出生数を

上回り、自然減に転じております。社会増減

は、熊本地震が発生した2016年は大きく約

6,800人の社会減となりましたが、近年は

4,000人弱の社会減となっております。 

 おめくりいただきまして、４ページをお願

いいたします。 

 次に、国の第２期総合戦略につい御説明い

たします。国の第２期総合戦略では、新型コ

ロナの影響を踏まえた地方創生の今後の方向

性として、資料左上のとおり、感染症による

意識・行動変容を踏まえた地方へのひと・し

ごとの流れの創出、それと各地域の特色を踏

まえた自主的・主体的な取組の促進が掲げら

れ、目指すべき将来として人口減少の緩和や

東京一極集中の是正により、将来にわたって

活力ある社会の実現が挙げられています。こ
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れを達成するため、行の中央、４つの基本目

標と、表右側の新しい時代の流れを力に、多

様な人材の活躍を推進する２つの横断的な目

標が掲げられ、取り組まれることとなってお

ります。 

 ５ページをお願いいたします。 

こちらは令和３年３月に策定しました、県

の「新しいくまもと創造に向けた基本方針」

及び「第２期熊本県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」になります。資料の左側は、県政

運営の方向性を定めた基本方針、右側がその

施策を取りまとめた総合戦略となっておりま

す。その中で、当委員会の付託案件である、

新たな地方創生に関する施策は、基本方針の

柱に、赤い部分ですけれども、新型コロナ対

応の部分と、柱の４、左の部分ですが、将来

に向けた地方創生の中の、緑の枠で囲った部

分となります。 

柱の２、コロナにつきましては、新型コロ

ナ対策としてではなく、新型コロナ感染拡大

による社会の変容を好機と捉え、熊本のさら

なる発展につなげるために今後取り組みを強

化する施策も掲げております。 

 次のページからは、総合戦略における具体

的施策について、柱ごとに御説明をいたしま

す。おめくりいただきまして、６ページをお

願いいたします。 

 まず、ＤＸの推進に関する施策でございま

す。主なものについて、御説明をさせていた

だきます。基本方針、柱の２、新型コロナを

踏まえた対応の施策の２、持続可能な社会の

実現の部分でございますけれども、１つ目の

ポツで、あらゆる分野でSociety5.0社会の実

現に向けた取組を推進し、特に県内企業にお

けるＤＸの推進がＩＴ人材の育成・獲得を支

援することとしております。また、ポツの２

つから３つ目でございますが、学校現場にお

けるＩＣＴ環境の整備、デジタル技術を活用

したＤＸの推進に取り組むこととしておりま

す。 

施策の３、持続可能な経済活動の実現で

は、１つ目のポツで農林水産業における担い

手の確保・育成とともにＩＣＴなどの活用に

より、作業の効率化・省力化の推進や、農林

漁業者の経験、知識、匠の技の見える化によ

り、収益性の向上を図ることとしておりま

す。また、２つ目のポツで、デジタルマーケ

ティングや顔認証技術の導入などデジタル技

術を活用したスマートツーリズムを推進して

いくとしております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 柱の４の、将来に向けた地方創生の取組で

は、施策の２、若者の地元定着と人材育成に

おいて、医療・介護従事者の確保・養成とと

もに、介護現場の負担軽減につながる介護ロ

ボットなどの導入支援。施策の３、安全・安

心な社会の実現では、｢聞きなっせＡＩくま

もとの子育て｣の充実により、子育ての環境

整備を図ることとしております。 

下の表は、ＤＸに関連する表、ＫＰＩでご

ざいます。 

 おめくりいただきまして、８ページをお願

いいたします。 

 次に、移住定住の促進に関する施策でござ

います。まず、柱の２の、新型コロナを踏ま

えた対応では、持続可能な社会の実現といた

しまして、１つ目のポツで、市町村等と連携

した関係人口の創出、２つ目のポツで、新型

コロナウイルス感染症を契機とした、地方移

住への関心の高まりを的確に捉えて、デジタ

ル技術を活用した効果的な情報発信や、市町

村の取組を支援することにより、本県への移

住定住の促進に取り組むこととしておりま

す。 

施策３、持続可能な経済活動の実現におい

ては、１つ目のポツで、テレワーク等を活用

した新しい働き方の推進、２つ目のポツのＵ

ＩＪターン就職支援センターや、セカンドチ

ャンスの支援などの取組による若者の県内就

職の促進。４つ目のポツの、企業のネットワ
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ークを活用したＩＴ企業などの育成・誘致の

促進。５つ目のポツの、ワ―ケーションの推

進などによる新たな観光スタイルの確立を進

めることとしております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 柱の４の、将来に向けた地方創生の取組で

は、施策の２、若者の地元定着と人材育成に

おいて、１つ目のポツのキャリア教育の推進

や、２つ目のポツのブライト企業や、よかボ

ス企業の取り組み等による県内企業の魅力向

上、熊本ライフのすばらしさの発信、３つ目

のポツの、奨学金返還等サポート制度による

若者の地元定着や、将来の熊本発展の中核を

担う人材の確保となっております。 

 おめくりいただきまして、10ページをお願

いいたします。 

 最後に、新たな地方創生に関するＫＰＩを

掲げております。 

 企画課からの説明は、以上となります。よ

ろしくお願いいたします｡ 

 

○臼井情報政策課長 情報政策課の臼井でご

ざいます。 

 続きまして、11ページからのＤＸ関係とい

うことで御説明させていただきたいと思いま

す。 

 資料説明に入ります前に、一言申し上げま

す。電子政府の推進という意味では、これま

で過去20年以上、国も県もどちらかという

と、情報政策担当部門が裏方的に各部門と連

携して実施してきました。どちらかという

と、このように表で議論されるのは少なかっ

たのではないかと思います。しかしながら、

御案内のとおりデジタル技術の発展ととも

に、行政の世界でも、あるいは一般の企業の

世界でも、デジタル化あるいはデジタルトラ

ンスフォーメーションというのは非常に重要

だという風潮になり、後に説明する移住と並

んで、地方創生の論点として取り上げられる

までになりました。 

我々県庁サイドも、情報施策担当部門だけ

でなく、どの部局もＤＸ化やデジタル化をエ

ンジンに、県政を前に進めていかなければな

らないという意識を持って、今勉強しながら

手さぐりで進めようとしているところです。 

委員の皆様におかれましても、これまでどお

り御指導いただくのはもちろんのこと、勉強

ベースの御質問でも、我々県庁サイド背筋を

伸ばして取り組むパワーとなりますので、芯

を食った御回答ができるか、少し自信がない

ところではありますが、積極的に御質問を頂

戴できますと幸いでございます。 

 それでは、資料説明に入らせていただきま

す。11ページをおめくりください。 

まずは直近、国の動きを説明した後、そも

そもＤＸとは何かということに触れさせてい

ただき、直近の県の動きを最後に御説明させ

ていただきたいと思います。 

まずは国の問題意識を御説明する意味で、

昨年12月に閣議決定された「デジタル社会実

現に向けた改革の基本方針」の冒頭を抜粋し

てございます。行政のデジタル化の遅れに対

する対応、日本が抱える課題の解決や今後の

経済成長に寄与する社会・経済活動全般のデ

ジタル化の推進、そして新技術の導入だけで

はなく、制度や政策、組織の在り方等を新技

術の導入に合わせて変革していく社会全体の

デジタルトランスフォーメーションが大事だ

ということを、政府のほうも述べておりま

す。 

この閣議決定文書に基づき、続きの12ペー

ジ、デジタル改革関連法案が通常国会に提出

され、今年の５月に成立しました。デジタル

社会形成基本法、デジタル庁設置法ほか、デ

ジタル社会形成に向けた改革を前に進める様

々な法律が改正されました。 

 次に、13ページをおめくりください。 

 こちらが、前ページの左上にあった法律の

概要です。20年前にできたＩＴ基本法を抜本

改正してできた、デジタル社会形成基本法で
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ございます。デジタル社会の定義として、中

段、「『デジタル社会』を、インターネットそ

の他の高度情報通信ネットワークを通じて自

由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規

模で入手し、共有し、又は発信するととも

に、先端的な技術をはじめとする情報通信技

術を用いて電磁的記録として記録された多様

かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用する

ことにより、あらゆる分野における創造的か

つ活力ある発展が可能となる社会」、これを

目指してこの法律というのができておりま

す。 

続きの基本理念としましては、「デジタル

社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感で

きる国民生活の実現、国民が安全で安心して

暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の

是正、個人及び法人の権利利益の保護等」を

基本理念として規定してございます。 

１段飛ばしまして、施策の策定に係る基本

方針としては、「デジタル社会の形成に関す

る施策の策定に当たっては、多様な主体によ

る情報の円滑な流通の確保、アクセシビリテ

ィの確保、人材の育成、生産性や国民生活の

利便性の向上、国民による国及び地方公共団

体が保有する情報の活用、公的基礎情報デー

タベース（ベース・レジストリ）」、これは公

的機関等で登録・公開され、様々な場面で参

照される基礎法人、土地、建物、規格等の社

会の基本的データのことでございます。この

データベースの整備、「サイバーセキュリテ

ィの確保、個人情報の保護」、これらのため

に必要な措置が講じられるべき旨が規定され

てございます。 

続きまして、14ページをおめくりくださ

い。 

「新型コロナウイルス感染症拡大により浮

き彫りとなったデジタル化の課題」というこ

とで、国の関係閣僚会議資料を付けてござい

ます。赤字のところがデジタル化を進める上

で、まさにこれから取り組んでいかなければ

ならない課題の一例になります。 

続きまして、国の動きを説明しましたの

で、15ページをおめくりください。 

そもそもデジタルトランスフォーメーショ

ンとは何かということを御説明し、結論とし

ては、我々はまずはデジタルトランスフォー

メーションの前にデジタル化を進めなければ

ならない、その先、分野によってはデジタル

トランスフォーメーションを進めるというこ

とを述べたいと思います。 

まず、ＤＸの定義でございます。１点目

が、概念を提唱した大学教授の定義です。諸

条件がいろいろあるのですが、一般社会の受

け止めとしては、「ＩＴの浸透が、人々の生

活をあらゆる面でより良い方向に変化させる

こと」と、さらに漠然とした上積みの部分だ

け取り上げられて引用されています。 

２点目が、日本におけるＤＸの火付け役と

なった経産省の定義でございます。「企業が

ビジネス環境の激しい変化に対応し、データ

とデジタル技術を活用して、顧客や社会のニ

ーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデ

ルを変革するとともに、業務そのものや、組

織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競

争上の優位を確立すること」というふうに定

義づけられております。 

16ページをおめくりください。 

ここで、先ほど申し上げた経産省が言うＤ

Ｘを、イメージとして表したものになりま

す。３段階フェーズがございまして、第１フ

ェーズ、第２フェーズというのは、人間によ

る業務プロセスを徐々にデジタル化あるいは

第２フェーズでは自動化していくということ

でございます。最終的にはこれが、第３フェ

ーズがＤＸということになると思いますけれ

ども、業務がＩＴへ、ＩＴが業務へとシーム

レスに変換される状態という、非常に抽象的

ですけれども、こういう状態をデジタルトラ

ンスフォーメーションということになるとい

うことでございます。 
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続きまして、17ページをおめくりくださ

い。 

前ページのイメージを表で整理したものに

なります。左側、デジタル化、つまり先ほど

でいう第１段階、第２段階、第１フェーズ、

第２フェーズですけれども、こちらはビジネ

スのプロセスを変革し、これまでアナログで

やり取りしていたものを、インターフェース

という情報をやり取りする画面に置き替え、

付加価値を創出し、あるいは効率化、合理化

を図る。 

一方で、右側のＤＸというのは、例えば音

楽をホームページ上で１曲200円というよう

な形でダウンロードしていたのを、月額1,000

円で何万曲聞き放題というように、あるいは

お薦めの曲を自動的に推薦していくような仕

組みを入れたりして、デジタル化によってビ

ジネスモデル自体を変革し、ユーザーの経験

を変え、新しい価値を創出し競争力を向上さ

せ差別化を図る。昨今ではアマゾンミュージ

ックだったりスポティファイ、音楽の例で申

し上げましたが、そういう新しいＩＴのサー

ビスのイメージでございます。 

ここまでお聞きいただいて明らかなよう

に、デジタルトランスフォーメーションとい

うのは、かなりハイレベルな概念になりま

す。また、本当にあらゆる分野でここまでの

ことを求めるのかという疑わしい感じもいた

します。そういうことで、結論としまして

は、我々はデジタルトランスフォーメーショ

ンの前にデジタル化を進める、その先に分野

や事業者によってはデジタルトランスフォー

メーションを力強く進めていく、それを県庁

としても推進していく、こういう理解をして

いるところでございます。 

18ページをおめくりください。 

最後に、直近の県の動きについて御説明し

たいと思います。我々、このデジタル化ある

いはデジタルトランスフォーメーションとい

うものを県庁として進めていくための仕組み

として、高度情報化推進本部というものがご

ざいます。副知事をトップとする部長級の集

まりで、高度情報化の総合的かつ計画的な推

進を講じるため、必要に応じて開催していま

す。 

これまでの取組としては、中段、令和元年

度から県、市町村の今後の仕事のやり方を見

据えた情報化の推進及び県内産業へのＩｏ

Ｔ・ＡＩなどの革新的技術の活用促進による

生産性向上等に資するため、具体的な情報化

施策について、方向性を共有しながら全部局

において推進を図ると、令和３年３月には、

「県民誰もがＩＣＴの恩恵を享受し、安全安

心便利なくらしができる超スマート社会くま

もとの実現」に向けて、「熊本県情報化推進

計画」という、次ページで説明する計画を策

定いたしました。 

今後の取組としましては、市町村や各種団

体、大学、ＮＰＯ、企業等と連携・協働しな

がら、情報化推進計画に基づく政策を実施し

ていきたいと考えております。 

また、有識者等の長期的かつ大所高所から

の御意見等を踏まえ、施策の着実な実施のた

め、毎年度この推進計画を単年度ごとに施策

ベースに取り上げた実施計画というのも作成

して、進捗管理をしていきたいというふうに

思ってございます。 

19ページをお開きください。 

今申し上げた、本年３月に作成した推進計

画を取り上げております。昨年11月議会ある

いは２月議会で当委員会に御報告申し上げた

計画になりますけれども、委員の皆様も替わ

られているので、改めて御説明申し上げま

す。県の情報化施策を総合的かつ計画的に推

進するための計画で、計画期間は令和３年度

から令和５年度までの３年間でございます。 

20ページをお開きください。 

目指す姿として、「安全安心便利なくらし

ができる超スマート社会くまもと」を掲げて

おり、その姿の実現に向けた柱として、「安
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全・安心・便利で創造性豊かな社会」、右が

「デジタル行政」、下段の、「災害・危機に強

い情報通信基盤」を掲げています。 

21ページをお開きください。 

目指す姿ごとに、22ページも合わせまして

計26本の施策を掲げています。この施策は、

先ほど津川企画課長から説明しました、基本

方針の内容を包含しているものになります。 

例えば、安全・安心・便利で創造性豊かな社

会の実現に向けた施策でいえば、例えばＩＣＴ

を利活用するための環境整備に向け、ＩＣＴ

インフラの整備推進やマイナンバー制度の活

用などを掲げています。 

また、県民が便利に暮らせるまちに向け、

子育て支援の充実やＩＣＴの活用による学校

の活性化などを掲げています。企業や事業者

が創造性を発揮できるまちに向けては、地場

企業の生産性・競争力向上の実現、スマート

農林水産業の着実な展開などを掲げていま

す。災害や危機に強いまちに向けては、民間

や市町村のネットワークの強靱化に取り組み

ます。 

また、22ページ、デジタル行政の実現に向

けた施策については、これはどちらかという

と、本日の２つ目の議題である行政サービス

の維持向上に関連する部分になりますが、行

政手続の３レスの推進や県庁・学校・警察の

働き方改革、県行政通信のネットワークの強

靱化などに取り組みます。当課で申し上げれ

ば、推進計画の事業を実施計画に取りまとめ

るべく作業を行っておりますが、それぞれの

課においてもこの推進計画に基づく施策に取

り組んでいるところでございます。高度情報

化推進本部の仕組みを使って、全庁的な連携

を進めながら実施計画を毎年度作成し、推進

計画を計画的かつ総合的に推進していきたい

と思います。 

最後に23ページ、ＤＸくまもと創生会議の

説明になります。有識者等から、長期的かつ

大所高所からの意見を求め、併せて、県内官

民挙げたデジタル化、デジタルトランスフォ

ーメーションの推進の機運醸成を図ることを

目的として、昨年12月に発足しました。メン

バーは、ＪＲ九州特別顧問の石原様並びに蒲

島知事になります。また委員にも、肥後銀行

だったり県立大学だったり東海大学だった

り、産学のメンバーの方々に委員になってい

ただいております。 

高度情報化推進本部や、先ほど御説明申し

上げた情報化推進計画は、行政のデジタル化

や行政として社会のデジタル化をどう推進す

るかという観点で取りまとめておりますが、

こちらの会議体は行政のみならず学術界や産

業界の取組、あるいは行政と彼らが連携した

取組というものを、３者同じ方向に向きなが

ら展開していけたらいいなということでやっ

ている会議になります。 

24ページをお開きください。 

これまで２回、会議を開催し様々な意見を

頂き、下段にありますように、３月の会議で

はＤＸくまもと創生会議のクレジットで、デ

ジタル化、デジタルトランスフォーメーショ

ンに関する産学行政の共通指針を策定しよう

ということで、方針が決定しています。今

後、その都度、委員会の皆様にも御報告を差

し上げさせていただいたらと思います。以上

になります。 

 

○小川地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 私からは、続きまして移住定住関係につい

て御説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 まず、人口動態を含めた本県の移住定住の

状況について御説明をいたします。初めの部

分に記載しておりますとおり、地方創生施策

の１つとして期待を寄せられている移住定住

ですが、これまで東京一極集中の是正、地域

の担い手不足の解消を目的に進められてきま
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した。これらに加えまして、今般、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大等により、人の流

れ、動き、価値観が変化をし、地方移住の関

心が高まってきております。 

 １番の、東京都における転入・転出超過の

状況を御覧ください。このグラフは、東京都

における各月の転入・転出超過者数、これら

を表しております。左の図は、令和元年度に

なりますが、こちらは年間を通して東京への

転入が転出を上回っており、転入超過となっ

ております。 

対しまして、右側が令和２年度の実績にな

りますが、年度変わりの３月、４月、この時

期は転入超過になっておりますが、それ以外

は転出超過の傾向となっております。東京都

の人口動態が転出超過となるのは、平成25年

の統計開始以来初めてのことになっておりま

す。このことからも、新型コロナウイルス感

染症の影響等により、都市部から地方へとい

う人の流れができ始めていることが分かりま

す。 

 続きまして、26ページをお願いいたしま

す。 

次に、本県における転入・転出の状況につ

いて御説明いたします。グラフは、本県と各

都道府県間の転入・転出者数を表しておりま

す。転入が青色、転出がオレンジ色でお示し

をしております。また、転入と転出の差、い

わゆる社会増減数と言われるものですが、こ

ちらは上の部分ですね、数字で記載をしてお

ります。御覧のとおり、東京都、大阪府など

都市部に対しては、いずれも本県からの転出

超過となっております。また福岡県は、隣接

しているということもありまして、転入・転

出とも移動が多い状況ですが、社会増減とし

ては、書いておりますように1,652人の最多

の転出超過となっております。 

都市から地方への流れができ始めている一

方で、本県では都市部への転出超過が続いて

いるため、福岡県を含む都市部に対して重点

的に移住定住施策を展開する必要があると考

えております。 

 続いて、27ページをお願いいたします。 

 このような状況を踏まえまして、本県では

今年４月に全庁的に移住定住の推進に取り組

むことを目的としまして、熊本県移住定住推

進本部を立ち上げました。設置の趣旨及び構

成については、記載のとおりになります。今

後は関係の所属と連携をしまして、この移住

定住推進本部を核として移住定住政策に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 続いて、28ページをお願いいたします。 

 こちら、先日開催をしました、この移住定

住推進本部の会議の概要について御説明をい

たします。まず４月には、関係所属の課長等

で構成する幹事会を開催し、推進本部の設置

趣旨や移住定住につながる庁内の様々な関係

事業について共有をしました。例えば、関係

事業の１つであるワーケーションにつきまし

ては、最終的に移住定住者につながり得る関

係人口の増大に結びつくものであり、また農

業、漁業分野それぞれの施策では、それらの

担い手として移住者が想定されているという

ことなどを共有しております。 

 続きまして５月には、関係部の部長等で構

成をします、この本部の推進会議をしまし

た。会議では、本県への移住者のアンケート

結果を踏まえ、今後の取組の方向性を取りま

とめましたので、これらの内容を次のページ

以降で御説明をいたします。 

 29ページをお願いいたします。 

 まず、移住者アンケートの結果について、

御説明をいたします。一番上の１つ目の、黄

色い四角囲みを御覧ください。令和２年度の

移住者数につきましては、各市町村のアンケ

ートを基に集計をしたところ、県外からの移

住者数は1,620人となりました。３行目の参

考に記載しておりますとおり、１つ前の年、

令和元年度の移住者数は2,074人でありまし

たので、新型コロナウイルス感染症や令和２
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年7月豪雨等のため、本県への移住者数が減

少したものと考えられます。 

 調査結果につきましては、２つ目の黄色い

四角囲み以下を御覧ください。これらは各市

町村のそれぞれ移住施策を使用して、実際に

移住をした方々に詳細なアンケートをお送り

して、回答を分析したものになります。 

 幾つか御紹介をさせていただきます。ま

ず、左側の下にあります表の移住前の居住地

ですが、先ほどの人口動態のデータと同じく

福岡県が最も多く、次いで東京都などの都市

部からの移住者が多いことが分かります。 

 続きまして右側の表、移住先として熊本県

を選んだ理由ですが、「熊本県に縁があっ

た」、これが76％超と最も多い結果となりま

した。この｢縁｣というところには、例えば、

「以前熊本に住んでいた」ですとか、｢身内

や親戚に熊本県出身者がいた｣、または｢旅行

やボランティアで熊本に来たことがある｣、

こういったことが含まれていると考えられま

す。このことからも、先ほど御説明しまし

た、この関係人口をいかに拡大させていくか

が今後ポイントになると考えています。 

 続いて、30ページをお願いいたします。 

 左上の年代の円グラフは、移住者の年齢層

を示しておりまして、20代から40代の比較的

若年層が全体の６割を占めていることが分か

りました。続いて、右上の家族構成ですが、

これは単身者、夫婦のみ、親子二世代で大体

３分の１ずつとなっております。続いて左下

の、移住前の熊本県の居住歴、いわゆるＵタ

ーンと言われるものについては、このアンケ

ート調査では約５割という結果になっており

ます。右下の移住のきっかけにつきまして

は、「仕事」が最も多く、次いで｢生活環境を

変えたかった｣、｢田舎暮らしを希望してい

た｣などが続いております。 

 続いて、31ページをお願いいたします。 

 左側の｢移住する際の不安｣につきまして

は、住まい、仕事、収入に関することが非常

に多く、やはり暮らしの基盤になる事項への

不安が大きいことが分かりました。そして右

側の、｢移住にあたって活用された市町村の

支援策｣については、空き家の紹介など住ま

い、住宅に関する施策が多く利用されている

ことが分かりました。 

以上のことから、本県への移住者の傾向に

合わせてターゲットを明確化するとともに、

移住者の不安に寄り添うような施策を強化す

ることとしまして、次のページのとおり、今

後の取組の方向性を定めました。 

 32ページをお願いいたします。 

 移住定住の推進に向けた取組の方向性とい

うことで、基本方針としまして「地方移住の

関心の高まりに合わせ、都市部の若年層をタ

ーゲットに、豊かな暮らしを実現する施策を

展開し、熊本への人の流れを加速化する。」

を掲げ、取組を進めてまいります。具体的に

は、今回、全庁的な体制構築のために立ち上

げました移住定住推進本部、これを軸にしま

して豊かに暮らせる熊本の実現に向けて、移

住者の暮らしの基盤、基礎的なインフラとな

る生活環境、社会基盤、教育環境等の整備を

着実に進めてまいります。 

 また併せて、選ばれる熊本の実現のため、

効果的な発信を行うためのデジタル技術の活

用、福岡県での重点的な取組を行うためのタ

ーゲットの明確化、地域資源等の活用に意欲

的な市町村を支援する、意欲的な市町村等へ

の重点支援・連携強化、そして移住への裾野

を広げるための関係人口等の拡大、この４つ

の方針に取り組んでまいりたいと思います。

各方針での取組内容は、記載のとおりとなり

ます。 

今後、市町村や関係機関とも連携しなが

ら、人の流れを加速化し、移住定住施策を推

進してまいりたいと考えております。 

 地域振興課の説明は、以上となります。よ

ろしくお願いいたします。 

 



第12回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録（令和３年６月28日) 

 

 - 11 - 

○髙木健次委員長 ちょっと待ってください

ね。急な腹痛によりまして、しばらく岩本副

委員長と交代したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○岩本浩治副委員長 それでは、坂野市町村

課長。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 続きまして、行政サービスの維持向上につ

いて、御説明をさせていただきます。 

 本日の委員会では、今年の２月議会におい

て御説明をさせていただきました、「令和２

年度における議論の整理・確認」について改

めて概略を御説明させていただきます。その

後に、今後取組を進めるキーワードとなりま

す「地域の未来予測」、「広域連携」及び「行

政のデジタル化」推進について、国の動きや

県の取組などを交えながら御説明をさせてい

ただきます。 

 資料の33ページをお願いいたします。 

 １、令和２年度における議論の整理・確認

についてでございます。 

 まず(1)国における検討、として国の第32

次地方制度調査会（地制調）の答申を御紹介

しております。資料の中段に記載をしており

ますが、答申では基本的な認識として、2040

年頃にかけて人口減少・高齢化等の進展によ

りまして、地域社会の様々な課題が顕在化あ

るいは人口の偏在によるリスクが浮き彫りに

なることが見込まれるため、「地方行政の在

り方を変化・リスクに適応したものへと転換

する必要」があるとされております。その上

で、資料の下段のほうに記載の４つの項目に

つきまして、取組の方向性が記載のとおり示

されたところでございます。 

 次に、資料の34ページをお願いいたしま

す。 

 (2)当委員会での議論、についてでござい

ます。昨年度は、地域のニーズ把握や、県と

市町村との協力・連携など、大きく４つの点

について御議論を頂きました。まず、①地域

のニーズ把握につきましては、「県内をエリ

ア分けし議論していくことが必要」、「広域連

携が進んでない分野もあるが、関係者の意見

を聞きながら進めることが必要」などの御意

見を頂きました。頂きました御意見を踏まえ

まして、今後の取組としては、先ほどの答申

にも触れられておりますが、市町村における

地域の未来予測の作成を支援していくことと

しております。 

 次に、資料の35ページをお願いいたしま

す。 

 ②県と市町村の協力・連携、についてでご

ざいます。委員の皆様からは、「市町村単独

での行政運営が難しくなっていく中で、県が

主体的・能動的に動くべきなのか、また動く

ことができるのか」、あるいは「市町村間の

横の連携を進めていくことが地域の補完にな

る」などの御意見をいただきました。今後の

取組としましては、地域によって課題が異な

ることも踏まえまして、引き続き広域連携の

取組を支援していくこととしております。 

 ③職員不足・財源不足への対応、につきま

しては、「派遣される職員のこともしっかり

と考えていくことが必要」、あるいは「民間

会社からの職員派遣について今後のあり方を

検討していくことが必要」などの御意見を頂

きました。今後の取組としましては、市町村

における職員採用や人材育成などを支援して

いくとともに、県職員の市町村派遣等に取り

組むこととしております。 

 続きまして、資料の36ページをお願いいた

します。 

 ④情報化の推進等、につきましては、「市

町村間で情報システムがばらばらと思う。国

主導でシステム統一を進めるべきであるが、

県でもしっかりしたシステムを構築してほし

い」、あるいは「市町村の上下水道の情報な

どを一元化することで、行政サービスが向上
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する」などの御意見をいただきました。今後

の取組としては、行政手続のオンライン化や

システムの標準化など、市町村と行政のデジ

タル化を推進するとともに、ＩＣＴの利活用

環境も整備していくこととしております。 

 続きまして、37ページをお願いいたしま

す。 

 地域の未来予測、について御説明をさせて

いただきます。地域の未来予測とは、今後の

人口減少等に伴い、各地域において具体的に

どのような資源の制約が見込まれるかについ

て、客観的なデータを基に整理したものとい

うふうにされております。先ほどの答申の中

でも記載されているものでございます。 

国では、昨年６月の地制調の答申を受けま

して、資料の右下のほうに記載をしておりま

すが、８月に地域の未来予測に関するワーキ

ンググループを設置しておりまして、その後

計４回会議が開催され、今年の３月末にその

報告書が取りまとめられたところでございま

す。 

 次の38ページに、報告書の概要を掲載して

おります。 

 資料の上段のほうに、地域の未来予測の基

本的な考え方が記載をされております。赤線

の枠囲みの中の下線の部分でございますが、

将来の行政需要に関する長期的な変化の見通

しを客観的なデータを基に整理をし、首長や

議会、住民等がともに資源制約の下で何が可

能なのか、どのような未来を実現したいのか

の議論を重ね、ビジョンを共有することが重

要とされております。 

 次の39ページのほうに、地域の未来予測に

用いる分野と指標の具体的な例が示されてお

ります。 

 例えば、人口分野の指標としましては、総

人口や高齢者人口、子育て・教育分野の指標

としては小学生数や中学生数、衛生分野では

有収水量やごみ発生量などが列挙されている

ところでございます。 

 次に、資料の40ページをお願いいたしま

す。 

 地域の未来予測に関する、県内市町村の参

考事例を御紹介しております。この資料は、

荒尾市の総合計画から抜粋した資料でござい

ますが、地域の未来予測の活用方法につい

て、分かりやすいと考えたため御紹介するも

のでございます。 

資料の右上を御覧ください。①現状・課題

とあります。人口が減少していくと荒尾市は

どうなるんだろうかと、漠然とした市民の皆

さんの不安が描かれております。 

 これに対しまして資料の左側のほうに、②

地域の未来予測の整理とあります。市が、客

観的なデータである人口や世帯数などの推計

値を、地域の未来予測として整理し、地区単

位で整理をして提供するというものでござい

ます。 

 そして資料の右下のほうに、③目指す未来

像の議論とあります。地区単位で高齢者や中

高生も交えまして、目指す未来像を議論し、

その結果を市の総合計画に反映させていくと

いう流れになっております。 

 このように、今後の人口減少等に備えまし

て、客観的なデータを基に、多様な地域住民

が参画をし、首長や議会とともに議論を重

ね、将来ビジョンを共有していく流れができ

ることが重要と考えており、県としましては

客観的データの整理の部分、地域の未来予測

の作成に際しまして、市町村からの求めに応

じまして、データの提供や分析手法を共に検

討する等の支援を行っていきたいというふう

に考えております。 

併せまして、広域連携を視野に入れている

市町村につきましては、これも求めに応じて

広域的なデータの提供等の支援を行っていき

たいと考えております。 

 続きまして、資料の41ページをお願いいた

します。 

 ３、広域連携、についてでございます。県
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市長会と県町村会で締結をされております災

害時相互応援協定について、御紹介をさせて

いただきます。この協定は、阪神淡路大震災

を教訓に、平成15年7月に締結されたもので

ございます。その後、熊本地震や昨年７月の

豪雨災害の経験を踏まえまして、応援業務の

内容を明確化するなどの協定内容の見直しを

先月、５月に行ったものでございます。 

 協定に締結しておりますスキーム図につき

ましても、県の役割を今回明確化しておりま

す。昨年の豪雨災害では、このスキーム図に

沿いまして、被災市町村に対し、避難所運営

あるいは家屋調査などの業務に、県内の市町

村から延べ3,300人を超える職員を派遣いた

だいたところでございます。 

 市町村課からの説明は、以上でございま

す。 

 

○髙木健次委員長 失礼しました。 

臼井情報政策課長。 

 

○臼井情報政策課長 情報政策課でございま

す。 

 続いて、行政のデジタル化推進について御

説明させていただきます。 

 42ページをお開きください。 

 当政策課題は、33ページにありました第32

次地方制度調査会答申で、2040年頃から逆算

して、顕在化する諸課題に対応するために必

要な地方行政体制の取組の方向性として１番

目に掲げられており重要なものと認識してお

ります。とは言いつつも、このページにあり

ますように、国もデジタル改革関連法案を５

月に成立されたところで、右上ピンク色のデ

ジタル庁設置も９月１日からということで、

国もまた今いろいろ議論中ということで、な

かなか情報が地方まで見えてきていない部分

もございます。 

 デジタル化の特徴、強みの１つに、連携と

いうものがあると思います。異なる機関同士

がデジタル技術によって連携することで、利

便性の向上・効率化・合理化が図られるとい

う考え方です。この連携ということを考えた

ときに、我々熊本県だけ先走って勝手に思い

つきでやっても、連携先との調整がとれてい

ないため、手戻りが発生します。 

 ということで、デジタル行政の今のところ

の戦略としましては、国の最新の動きを積極

的に情報収集する、来る連携に向けて準備を

重ねる、今動いても後々に困らないことにつ

いてデジタル化を進めるということになると

思います。 

 43ページをお開きください。 

 国もまだ走りながら、ということを申し上

げましたけれども、メッセージとして出して

きた市町村の指針となる「自治体ＤＸ推進計

画」の内容を御説明してございます。 

 こちら令和元年12月25日に閣議決定された

基本方針において、目指すべきデジタル社会

のビジョンとして、「デジタルの活用によ

り、一人ひとりのニーズに合ったサービスを

選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社

会～誰一人取り残さない、人にやさしいデジ

タル化～」が示され、このビジョンの実現の

ため、住民に身近な行政を担う自治体、とり

わけ市区町村の役割は極めて重要であるとい

うことから、取りまとめられたものになりま

す。 

目的としましては、国が主体的に役割を果

たしつつ、自治体全体として足並みをそろえ

て取り組む必要があるもの、それを重点的に

取り組むべき事項・内容として具体化し、総

務省及び関係省庁による支援策を取りまとめ

ＤＸ推進計画として策定し、デジタル社会の

構築に向けた取組を全自治体において着実に

進めていくことを目的としております。 

対象期間としましては、令和３年１月から

令和８年３月ということで、デジタル庁設置

等国の動向において適宜見直すとともに、自

治体の取組状況を進捗管理することとされて
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おります。 

推進体制の中で４つ目にもありますよう

に、「都道府県による市区町村支援」という

ことがうたわれておりますので、我々県庁と

しても市町村のデジタル化を積極的に支援し

てまいりたい、そういうふうに考えておりま

す。 

重点取組事項について、44ページ以降で御

説明申し上げます。 

左側の列を御覧ください。１点目、自治体

情報システムの標準化・共通化。目標時期は

2025年度、基幹系17業務システムについて、

国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ

移行する。これはデジタル改革関連法案の中

でも、法律が通って義務化されているもので

ございます。 

２つ目、マイナンバーカードの普及促進。

2022年度末までに、ほとんどの住民がマイナ

ンバーカードを保有していることを目指し、

申請を促進するとともに交付体制を充実す

る。 

３点目、自治体の行政手続のオンライン

化。2022年度末を目指して、主に住民がマイ

ナンバーカードを用いて申請を行うことが想

定される31手続について、マイナポータルか

らマイナンバーカードを用いてオンライン手

続を可能にする。 

４点目、自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用推

進。ＲＰＡというのは、Robotic Process  

Automationの略でございます。①、③による

業務見直し等を契機にＲＰＡ導入ガイドブッ

クを参考にＡＩ・ＲＰＡの導入・活用を推進

する。 

45ページに行きまして、５点目、テレワー

クの推進。セキュリティポリシーガイドライ

ン等を参考に、テレワークの導入・活用を推

進する。 

６点目、セキュリティ対策の徹底。総務省

で昨年改定されましたセキュリティポリシー

ガイドラインを踏まえ、適切にセキュリティ

ポリシーの見直しを行い、セキュリティ対策

を徹底する。 

自治体ＤＸの取組と併せて取り組む事項と

して、地域社会のデジタル化。デジタル化に

よるメリットを享受できる地域社会のデジタ

ル化を集中的に推進する。 

２点目、デジタルデバイド対策。デジタル

活用支援員の周知・連携、ＮＰＯや地域おこ

し協力隊等、地域の幅広い関係者と連携した

地域住民に対するきめ細やかなデジタル活用

を支援、ということでございます。 

46ページをお開きください。 

市町村に対する県の取組を御説明します。 

県としてはこれまでも平成15年に電子自治体

共同運営協議会を設立して、県として市町村

とシステムの共同開発や運用等を実施してき

ました。今後も同協議会の仕組みを通じて市

町村のデジタル化の取組が進むよう、支援を

強化していきたいと考えております。次にポ

ツでありますのは、参考までにこれまで共同

運用してきたシステムの例となります。 

続きまして、先ほど御説明した自治体ＤＸ

推進計画の重点取組事項のうち、主なものに

ついて、県として、国の方向性も完全にはで

きてはいないところですが、当座どのように

市町村を支援していくかを記載してございま

す。 

自治体の情報システムの標準化・共通化に

関しましては、１ポツ目の最後にありますよ

うに、各自治体は標準準拠システムへ令和７

年度までに移行することが義務づけられてお

ります。標準仕様というのは、そのシステム

のうち、介護保険や障がい者福祉、税などの

システムについては令和３年夏までに、その

他については令和４年夏までに作成され、そ

の後システムが構築されることとなるため、

実際自治体がシステム移行できるのは令和５

年度以降となる見込みでございます。令和７

年度までに市町村のシステム移行が完了でき

るよう、国の最新の動向やシステム移行に関
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する課題を整理し、市町村との意見交換会等

を今年は実施していきたいというふうに考え

ております。 

２点目、自治体の行政手続のオンライン

化。国は、子育て・介護等の26手続のオンラ

イン化に向けて、国が運用するマイナポータ

ルと自治体の基幹系システムとオンライン接

続するため、必要経費を令和４年度まで支援

する予定としております。 

一方、これまで県と市町村で共同利用して

きた電子申請受付システムについては、職員

に対する操作研修やオンライン化に必要な支

援を実施してきており、システムの利用件数

は年々増加してきているところでございま

す。 

１ポツ目で申し上げたこのマイナポータル

というのが、国がバージョンアップを検討中

で、支援経費があるからといって、今動くの

が得策かという部分もございますので、ここ

ら辺を県としても整理しながら、市町村と県

で共同運用している電子申請受付システムの

活用も含めて、オンライン化を支援していき

たいとふうに考えてございます。 

47ページをおめくりください。 

 自治体のＡＩ・ＲＰＡ等の利用促進という

ことで、ＲＰＡは定期的作業をロボットで自

動化することでございます。共同利用による

ＡＩ等の導入等を検討するための部会を令和

２年度に設置しまして、29団体に参加いただ

いております。 

共同利用型ＡＩチャットボット、最近ホー

ムページとかの右下側に窓が出てくることが

あるかと思いますが、パソコンやスマートフ

ォンから文字入力による問い合わせをすれ

ば、ＡＩが会話形式で応答するシステムのこ

とでございます。このチャットボットの導入

に向けた検討を、現在進めております。県内

市町村におけるＡＩ・ＲＰＡの導入事例を取

りまとめ、情報共有を図るとともに、事業者

を招致してＲＰＡ等の体験会を開催する予定

でございます。 

最後に、セキュリティ対策の徹底。昨年12

月にセキュリティ対策のガイドラインが総務

省において改定され、テレワーク等新たな時

代の要請を踏まえたセキュリティ対策が求め

られており、これらを踏まえ県のセキュリテ

ィポリシーの見直しを行います。 

また、自治体セキュリティクラウドとい

う、県と市町村のインターネットの接続口を

１つに集約し、セキュリティを行う仕組みが

あるのですけれども、これが更新時期を迎え

ているため、協議会内で専門の部会を設置

し、国が示した標準要件を踏まえ、次期セキ

ュリティクラウドの構築に向けた検討を進め

ていきたいというふうに考えております。 

48ページ目をおめくりください。 

市町村へのデジタル化人材派遣事業という

ことも、現在取り組んでおります。ＩＣＴ人

材不足等の課題を抱える市町村に専門人材を

一定期間派遣し、市町村の実情に応じた情報

化技術の活用に関する課題や、必要な取組な

どを整理し、市町村のデジタル化を支援した

いというふうに考えております。 

また、マイナンバーカードの普及に関しま

しては、国からの要請に基づき、市町村に対

するマイナンバーカード交付円滑化計画の策

定、土日・夜間の開庁や出張申請受付の実施

などを働きかけ、市町村の交付促進の取組を

フォローアップし、担当者との意見交換を実

施していきます。 

県広報媒体を活用した利便性・安全性に関

する周知啓発にも取り組んでまいります。 

また、県職員、市町村職員に対する地方公

務員の早期取得に向けた働きかけも併せて実

施していきたいというふうに思っておりま

す。 

以上でございます。 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、質疑に入ります。 
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 まず、新たな地方創生への取り組みに関す

る件について、質疑はありませんか。質疑の

方は、まずページ数からお願いしたいと思い

ます。 

 

○岩下栄一委員 御意見を、ちょっと申し上

げさせていただきます。 

 私は高齢者なもんだから高齢者の立場から

ですね。デジタル社会はバラ色かということ

になってくると、いろいろと疑問符がありま

す。時代の流れはデジタル化ですけれども、

あるいはＡＩ化ですけれども、今度ワクチン

接種で予約をネットでしてくれということ

で、年寄りはネット環境もない人も多いし大

混乱だと思いますね。もう３日も４日もパソ

コン、５時間かかったとかいろんな声があっ

ちこっちからありまして、高齢者を最優先し

てワクチンを投与したのはよかったけれど

も、その方法論について大変な大混乱があり

ました。 

 そういうことを考えると、時代がデジタル

化へ進んでいることは否定しません。でも、

やっぱりアナログの部分をどこか残して取り

組むべきかなというふうに思うわけです。例

えば、子どもの教育でＩＣＴ環境、いろいろ

な可能性がありますけれども、やっぱり教育

というのは生身のもので、あるいは友だちと

のふれあいとか、いろんなそういう面がない

と、子どもは健全に成長しませんから、そう

いう点も忘れずに取り組んでいかなければな

らないんじゃないかなというふうに思います

ね。だから、お年寄りを考えたときに、アナ

ログ的な部分を否定してかかっては、ちょっ

と困りますよということでございます。 

 それと、もう一つは移住定住の問題ですけ

れども、いろんな人を呼び込みやすいような

環境をつくるということは大事なことですけ

れども、熊本に来て、気に入った土地だか

ら、もう１回住んでみようとか、そういう人

はもうほとんどいませんよね。いても僅かで

すよね。それで、やはり委員長の地元の合志

市あたりが一番住みたいまちと、日本中で一

番住みたいまちという評価が出ていますけれ

ども、そういうものを調べて、どうして合志

が日本で一番住みやすいところかということ

などをつまびらかに検証して対応をしていく

というのが一つ。 

 それから、熊本県の場合はやっぱり歴史・

文化が、様々な魅力的な歴史・文化があるか

ら、そういう点を発信していく。要するにヒ

ューマンな部分を、アナログの部分を支援し

ていくということが大事じゃないかなと思い

ます。 

 高齢者で古い考えだろうと思われるけれど

も、一応その立場で申し上げておきます。 

 

○髙木健次委員長 答弁は要りますか。 

 

○岩下栄一委員 要りません。 

 

○髙木健次委員長 総括的な御意見だったと

思いますけれども、よろしくお願いしたいと

思います。 

 ほかに。 

 

○松田三郎委員 資料でいいますと、17ペー

ジ以降なのかと思いますが、その前にちょっ

と一言申し上げたいと思います。 

 実は私は、ここ数年間この地域対策の委員

会におりまして、特に昨年度の委員会の反省

の一つとして、非常に、最近この地域対策特

別委員会というような冠ではございますが、

調査事件が非常に多岐にわたる中で、委員の

先生のそれぞれの興味もいろいろあるだろう

と思いますが、年度が終わるころになかな

か、あっちへいったり、こっちへいったりし

過ぎて、議論がちょっと深まらなかった部分

があるんではないかというような意見も出た

ところでございます。 

 もちろん、さっき言いましたように、それ
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ぞれの御意見がありますし関心があります

し、常任委員会ではありませんので、ここで

予算を議決する云々ということではありませ

んので、一つの方向に何か収れんするという

のは必ずしも必要ないのかもしれませんが、

やはりここ数年地域対策特別委員会で扱う案

件というのは非常に、言いましたように多岐

にわたりますので、ややもするとこう、さっ

き言いましたように、１年間終わって何を議

論したのか分からぬようになってしまうの

は、せっかくの委員会でございますので、生

産性がないのかと思っております。 

 ただ、我々もあるいは執行部も、まだまだ

新しいテーマとかが入っておりますので、手

探りの状態もしばらくは続くんじゃないかと

いうのは十分認識いたしておりますが、ぜひ

昨年度の反省が、そういうのがあったという

のを頭の隅に置いていただいて、委員の先生

方も執行部の皆さんも活発な議論を繰り広げ

ていただきたいというのが、最初の特別委員

会に当たっての私の提案でございます。 

 関連をいたしまして、例えば一例でござい

ますが、さっき臼井課長のお話を聞いて、あ

る意味大変分かりやすいなと思いました。 

 例えば、あるＤＸに詳しい方のお話を聞く

と、デジタルと付いているけれども、デジタ

ルの部分では余り意味がないんだ、要は、こ

のトランスフォーメーションという部分が重

要なんだというような話をされる方もいらっ

しゃいました。 

 ここに、例えばデジタル化とＤＸの比較が

ありまして、非常に民間の場、どっちかとい

うと大企業なんかは非常に早く取り入れられ

ているということもあるんだと思います。そ

のような意味では、さっき臼井課長がおっし

ゃったように、ＤＸだから、新しいからとい

うので、軽々にとは言いませんけれども、飛

びつくのではなくて、まず本県においては、

いわゆるデジタル化、行政的にデジタル化を

進めなければならないことが、まだまだそこ

まで到達していない。これをやった後にとい

いますか、そこは後になのか、ちょっと次元

が違うという方もいらっしゃいますので、そ

こから出てくる話なのかなと思いながら聞い

ておりました。 

 ただ、いずれにせよ、これから国の大きな

方針も出ましたので、各自においてしっかり

対応できるような知見を深める必要はあるん

だろうと思っております。 

 そこで、さっき聞いていろいろな御説明も

ありましたが、例えばデジタル化というのは

我々もイメージがつきやすくて、県として何

をすべきか、あるいは市町村に対して、民間

に対してというのは、ある意味分かりやすい

と思いますけれども、さっきの説明の中でＤ

Ｘ、デジタルトランスフォーメーションと言

った場合の、県が例えば市町村に対して、あ

るいは民間に対して、創生会議でいろいろ御

意見出ていると思いますが、代表的に分かり

やすい意味では、どういった関わり方と言い

ますか、というのが我々の準備しておけばい

いのかなと思いますが、そこ１例、２例あり

ましたら教えていただきたい。 

 

○臼井情報政策課長 情報政策課でございま

す。 

 デジタルトランスフォーメーションの分か

りやすい一例、それに対する県庁、自治体の

関わり方ということで御質問いただいたかと

思います。分かりやすい事例としましては、

スーパーシティの取組というのは、一つ単純

なデジタル化というだけではなく、その先の

組織だったり行政サービスあるいは民間のサ

ービス自体も変革する、組織も変革するとい

う、一段上にいったものというふうに考える

ことができると思います。 

 例えば、具体的には荒尾市さんなんかで今

取り組んでいらっしゃいますけれども、スマ

ートシティ、民間の方々と共同実験を行っ

て、乗り合いタクシーの実証実験をしてござ
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います。これというのは、これまででしたら

撤退していく準公共サービスに対し、行政が

赤字補填で何とか運営を食いつなげるという

形ですけれども、ここにデジタルの力を活用

して民間の活力というか、要は白タクといい

ますか、そこまで商売としてではなく、Ａ地

点からＢ地点へ行くという人を、デジタルの

力を使って見える化して、また、自分はここ

に乗っけてきてほしいんだという人のニーズ

をデジタルで見える化して、それをマッチン

グさせるということは、行政サービスではな

いですけれども、準公共サービスの新しい在

り方というものを一つ実験している事例では

ないかと思います。 

 それに対する県庁だったり自治体の支援だ

ったり、関わり方としましては、やはり民間

の方々でそういう、もしかしたらビジネスに

なるかもしれない、これから利益が出る取組

になるかもしれないといって、実験したいと

いうニーズはあるんですけれども、やはり自

治体のニーズだったり、地域の、よくそうい

うことで関係者の方々は知らないところがご

ざいますので、そこら辺をいかにオーガナイ

ズして、調整してアレンジして、そういう地

域課題を持っている人と地域課題を解決して

もうけたいという方々を結びつけるか、ある

いは、そこに少しイニシャルコストとして、

初期的に財政的な支援が必要であれば場合に

よってはそれを行うというようなところが、

分かりやすい自治体、県のデジタルトランス

フォーメーションに対する役割かなというふ

うに思っております。 

 また、付け加えますと、やはりそれを解決

したいという人は、民間でサービスとしても

うけたい人のみならず、学術界でデータを使

って研究したい人とか、いろんな方々がいら

っしゃると思います。そこを民間だけでなく

て、地域課題とかニーズを持っている人のみ

ならず、学術界とかあらゆるものをオーガナ

イズする、調整するというのが県として求め

られる役割かなというふうに思っておりま

す。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

ほかの事業を展開するのを、その共通点、

おっしゃるように、こういうようなことをや

りたいんですけれどもというところに、補助

金なり何か支援を探してくるとか、あるいは

こっちとこっちを結びつける、さっきコーデ

ィネート調整とおっしゃいましたけれども、

より効率的・合理的だなと思うと、そういう

役割も果たすということですね、今のとこ

ろ。はい、いいです。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○山本伸裕委員 ５ページのところですが、

令和２年７月豪雨からの創造的復興、それか

ら３番のところに熊本地震からの創造的復興

というふうにあります。それで、災害を経験

した熊本としては、やはりこの未曾有の災害

からどう教訓をくみ取って、どういう方向で

地域を再生させていくかというようなこと

は、非常に大事な課題であろうというふうに

思うんですね。 

 ただ、現状は条件が不利な地域ほど再生が

困難な現状に直面しているんじゃないか。例

えば過疎であったり中山間地域であったり、

高齢化であったり、そういったところで、や

っぱり多くの方々は、元の暮らし、なりわ

い、住まいを再建したいと願いながらも、果

たして住み慣れた場所で地域再生ができるん

だろうかというようなところで苦しんでおら

れると思うんですね。 

 だから地方創生というか地域再生という

か、そういうことで考えるならば、どうこの

未曾有の災害から地域社会を再生させていく

かというようなところについての方向性です

ね、熊本県がどう考えておられるのかをぜひ
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伺いたいと思うんですけれども、例えば具体

的に、豪雨災害に見舞われた地域、非常に小

集落が点在している、そうしたところをぜ

ひ、やっぱり元の暮らしを再生してもらおう

というような立場で支援していくのか、それ

とも、もうそこでのコミュニティの再建とか

暮らしの再建というのはなかなか大変だか

ら、ちょっとやっぱり都市部に移転なんかも

考えて、新しいコミュニティの中で人々の暮

らしを、再生を図っていくのか、大きな方向

での熊本県の考え方ですね、どういう方向で

再生を支援していこうと考えているのか、そ

の基本的な考え方について教えていただけま

すか。 

（「いいですか、すみません」と呼ぶ者

あり） 

○溝口幸治委員 今の先生の発言は、私が特

に被災地なので、とてもありがたい支援だと

思うんですけれども、今日のこの委員会での

テーマに、もしもこの災害まで入れてしまう

のならば、今後もずうっとこれは入れていく

ことになるんですけれども、恐らく今日の説

明で今の５ページでの話では、こういう柱が

ありますよと、この中で、今回この委員会で

議論するのはという説明のために使われた資

料だったというふうに解釈したんですけれど

も、山本先生の御指摘も本当に大事な御意見

なんです。私も本当に、そこは大事だと思う

んですけれども、ここで議論を始めると私も

発言することになるし、恐らく松田先生とか

それぞれ被災に関わった人たちも発言するの

で、そのテーマで議論することになるので、

そこはちょっと整理を委員長のほうでしてい

ただければと思いますけれども。 

 

○髙木健次委員長 今、溝口委員から発言が

ありましたとおり、この部分に入ってくると

非常にまた、何といいますか、大変な委員会

の審議になろうかというふうに思いますの

で、今の山本委員の発言は、皆さんのほうで

しっかり検討していただきたいというふうに

思いますが、それでよろしいですか。 

 

○溝口幸治委員 後日、検討してもらえれ

ば、それはいいです。 

 ここで議論すると、ちょっと幅が余り広が

り過ぎるんじゃないかと思います。 

 

○山本伸裕委員 これはやっぱり、くまもと

創造に向けた基本方針の大きな柱に位置づけ

られているわけですね。それに関して基本的

な考え方を聞いたわけですけれども。 

 だから、私は執行部に対してお尋ねしたん

です。だから、それは執行部から基本的な回

答をいただければありがたいですね。 

 

○髙木健次委員長 後日また執行部のほうか

ら、山本委員のほうには回答していただきた

いというふうに思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○西聖一委員 ２ページの資料なんです。 

 将来の人口推計資料、既存の資料を活用す

るから、この数字ですけれども、既に2020年

度の数字も出ているわけですね。最新の数字

を入れたところ、人口減少の下げ幅が想定よ

り増えているんじゃないかと思うんですね｡

国のほうでも、想定以上に増えている、減少

していると。 

 もう既に地方創生で対策を一生懸命やって

いる中で、下げ止まって逆に増えていれば、

この委員会でもよかったというふうな評価も

できるんですけれども、実際は2,000～3,000

人想定よりも減っているんじゃないかと思い

ます。これをちょっと、どう考えているのか

というのと、これが今年は3,000人かもしれ

ませんけれども、やっぱり10年、20年になる

と５万、６万になっていくわけですし、分析

を見るとやはり、市町村の10人、20人の集落

が消える、限界集落だから消えていると思い
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ます。 

 ですから、その所管する自治体が一番苦労

されていると思うので、県は大きな施策を施

して満遍なくやるわけですけれども、そうい

う具体的な話を市町村としっかり連携して取

り組みを県としてどうされているのかなとい

うことをお尋ねしたいなと思います。 

 

○津川企画課長 企画課でございます。 

今回資料に載せております人口は、こちら

の人口ビジョン自体が今年の３月に改定した

ものでその当時の最新版ということで、2015

年の国勢調査に基づいて2020年の数字を出し

ています。先日、国勢調査に基づき令和２年

の人口の速報値が出ました。その速報値に基

づきますと、熊本県の人口は173万9,000人余

りということで、こちらに出ております2020

年の175万8,000人から１万2,000人ほど減っ

ているということでございます。 

 長期的な視点に基づいて人口減を検討した

ものでございますので、減少の傾向は同じか

なと思っております。今回は速報ということ

で、内部で、この昨年までの減少についてど

ういうふうに考えるかというところまでは検

討しておりませんが、今回大きな変化はない

と考えており、取り組み自体についてはこの

まま継続していきたいと思っているところで

ございます。 

それと市町村の人口については、今後、市

町村課とも勉強したいと思いますけれども、

各市町村の状況等も踏まえて、そちらのほう

も継続して検討していくことになるかと思い

ます。 

 

○西聖一委員 まあ急ぐ話ではないけれど

も、やっぱりこの会議でも将来の人口をなる

たけ維持していこうという話で進めているわ

けですから、やっぱり挙げてもらった原因等

も分析しながら、危機感を持ってやっていか

ないと、もうずるずる下がっていくというの

を、私たちが見逃すというか、それでいいん

だというふうにはなってはいけないと思うの

で、大変だとは思いますけれども、しっかり

市町村と連携しながらやっていくことを期待

しますので、よろしくお願いします。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 すみません、今のお話の関係で補足をさせ

ていただきます。 

 平成27年度から、今各広域本部のほうに熊

本版地方創生コンシェルジュというのを配置

しており、全体で30数名おります。基本的な

役割は、市町村が作っております総合戦略の

効果検証と改定についての助言でございま

す。 

 各市町村の人口動態も踏まえながら、各取

組を今一緒になって検討しているというとこ

ろでございます。 

 説明は、以上でございます。 

 

○髙木健次委員長 よろしいですか。 

 

○西聖一委員 はい。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○山本伸裕委員 先ほどの委員長の御意見は

納得できません。            

 ５ページの基本理念のところで表題に書い

てありますけれども、熊本地震と令和２年７

月豪雨からの創造的復興を両輪に、云々かん

ぬんの｢新しいくまもと｣を創造すると。だか

ら、災害からの復興をどう進めていくのかと

いう基本理念に関わるような方向についてお

尋ねしたわけで、それを執行部から当然求め

ないというようなやり方は、私は委員として

質問していることに対して、回答が必要ない

という判断は極めておかしいということを申

し上げた上で、そこでちょっと要望として申
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し上げるならば、持続可能な社会というよう

なことで今言われているわけですから、例え

ば地球温暖化であるとかあるいは食糧危機で

あるとか大規模災害であるとか、やっぱりこ

うした状況が繰り返し起こっているような状

況の中で、いかに持続可能な地域社会を再生

していくかというようなことを考えたときに

は、条件が不利な地域こそやっぱり支援をし

っかり行って、そこでの地域のコミュニティ

ーが再生していくような方向を応援すべきで

はないかというようなことを申し上げたかっ

たので、これは要望として発言しておきたい

と思います。 

 

○髙木健次委員長 承知いたしました。 

 ほかに。 

 

○池永幸生委員 ４ページに書いてある形で

すけれども、地域の特性を生かして、稼ぐ地

域をつくりたいという文言があります。 

 ２ページで、40年後には人口も約30万減

る。もちろん私たちも生きてはいないんでし

ょうけれども、やはりそれまでに稼げる地を

つくるならば、私たちが住んでいる合志市あ

たりは、県北のほうはＩＴ産業はものすごく

盛んなところであるけれども、ほとんどがう

ちの市あたりは規制がかかっているんです

ね。やっぱりこの規制緩和を、この委員会か

ら各部にわたって交渉しながら、もう少し規

制緩和をやるべきじゃなかろうかと思います

けれども、いかがでしょうか。 

 

○髙木健次委員長 池永委員、そこまで広げ

ると委員会で……要望しておいてください。

後でまた、その件に関しては臼井課長のほう

から説明をお願いしておきます。 

 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 26ページのところで、ちょ

っと教えていただければと思います。 

 本県への転出・転入のデータが令和２年の

分が出ているんですけれども、新幹線が開通

して10年たったわけでございますが、福岡と

の往来がかなり容易になってきていると思う

んですけれども、この前の、ざっとでいいん

ですけれども、同じような数値がずっと続い

ているのかどうかを教えていただければと思

います。 

 

○小川地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

本県における転出入者と各他県との比較と

いうことで、御質問をいただきました。 

今、福岡県と熊本県の関係でいいますと、

ちょっと新幹線の開業したときと10年前のデ

ータを持ち合わせておりませんが、ここ数年

のデータは今ありますので、そこだけ御紹介

をさせていただきますと、昨年度はこの1,652

人の転出ということだったんですが、その前

の年の令和元年度ですと1,241名、その前の

年、平成30年ですと1,518名ということで、

ここ２～３年でいいますと、主立ったその傾

向がちょっと読めないかなという部分がござ

います。 

ただ一方で、御参考として東京都と熊本県

のこの数年で見ますと、令和２年度はここに

書いてあるとおりですね。ここ幾つかデー

タ、1,014名と出ておるんですけれども、令

和元年、平成30年ということで見ますと、例

えば1,349名ということで、東京都と熊本の

関係ですと、少しずつその幅が小さくなって

きております。 

福岡県の関係は、後ほど確認してまた御報

告させていただきたいと思っております。 

以上です。 

 

○本田雄三委員 ありがとうございました。 

 福岡はすぐそばの県でございますので、そ

の大きな山が少しでも下がればなと思ってお

るところでございます。よろしくお願いした



第12回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録（令和３年６月28日) 

 

 - 22 - 

いと思います。ありがとうございました。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○田代国広委員 一つ紹介しておきたいんで

すけれども、デジタル関係で面白い記事を見

たんですよ、つい先日。 

中学生の女の子が投稿欄で、昭和の時代に

生まれたかったと書いているんですよ。お母

さんが昭和の生まれで非常に子どもの時のこ

ととかそんなことをお話しされて、昭和の時

代の何といいますか、人間味といいますか、

そういったものがやっぱり子どもに感化させ

たんでしょう。今の時代ではなかなか、子ど

もたちもスマートフォンやコロナの影響で、

なかなか会話とかそういった苦い、楽しい、

そんな思い出がないみたいで、だから昭和の

時代に生まれたかったと言ったんじゃないか

と思いますし、そういったことがあったとい

うことも、そういった心を維持することもで

すね、私はデジタルを否定も肯定もしませ

ん。 

人口減少社会に入りまして、熊本県はこの

10年間で８万何千人も減っておりますし、恐

らく10年後は10数万人減ると思っております

し、そういった人口減少社会に歯止めをかけ

るのは、出生率を上げる以外にないんですよ

ね。移民政策をすれば別ですけれども。した

がって、今日はいっぱいいろんなことをここ

に書いてありますけれども、最もやっぱり基

礎となるのは人口、県民の人口がどのあたり

で下げ止まるのか。それに向けて、やっぱり

全ての課が全力で私は対応していくべきだと

思っております。 

 このままいくといずれ、この資料では2045

年ですか、出ていますけれども、国連が出し

ている統計によりますと、2100年が地球人口

のピークだそうです｡既に先進国は人口減少

社会に入っておりますし、それを突破してい

るのが日本なんです。ただアメリカが不思議

と人口が減らないんです。なぜかというと、

移民政策を取っているからですね｡他の国は

全部もう、中国も今は14億ですけれども、2100

年には10億5,000万まで減ります。そのよう

にして、既に我々先進国は人口減少社会に入

っております。 

人類は地球上に誕生してから、人口減少社

会をかつて経験していないんですよね｡初め

ての状況であって大変、若い人たちも将来危

機感を持っていることですし、何としてでも

減少社会にすべきではない。 

これはもう若い者だけでなくて全ての、我

々一人一人が日々考えて、できる限りの支

援、お手伝いをしなければならないと思って

おりますが、今後その人口減少社会に対して

は、先日一般質問したんですけれども、なか

なか難しいと思っているんですけれども。特

にやはり子育てにお金がかかるというのが一

番の原因だそうでございますが、もう一つは

やっぱり地域の変化。 

非常に我々が感心したのは、菊池高校で先

般ちょっと紹介したんですけれども、菊池高

校の商業科はですね、婚活パーティーをやる

んだそうです。なぜかというと、それだけ子

どもたちも、この人口減少を何とか止めなけ

ればならない、そういった意識の変化がやっ

ぱり出てきたんじゃないかなと思っておりま

すし、こういった意識の変化が出てくること

によって、あまりお金をかけなくても効果が

上がっていくわけでございますから、こうい

った事例というものはしっかりと、他の高校

の人たちも評価していただいて、ぜひこうい

った意識の変化が起きるような作戦をとって

いただけたらと思うんですが、どうでしょう

か。 

 

○髙木健次委員長 極めて、人口減少が大き

な課題だというような御意見だったと思いま

す。 
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はい課長、何か言いたいでしょうから。 

 

○津川企画課長 企画課でございます。 

 まさに委員がおっしゃったとおり、今回の

地域対策特別委員会の目的は、最終的には熊

本県という地域をいかに持続可能な社会とし

ていくかということかなと思っております。 

 人口に関しては、やはりこのまま何もしな

ければ、2060年には124万人まで熊本県の人

口は減るんではないかという推計が出ており

ます。これを何とか、県の目標としては141

万人になるようできる限り、この下げ幅を少

なくしていく。やはり、どうしてもこの人口

減少社会というのは熊本だけじゃなくて日本

の問題でございますので、なかなか１県だけ

で何とかするというのは難しいところがござ

いますけれども、それをできる限り持続可能

な社会にしていくということが私たちの使命

かなと思ってやっております。 

 人口が減って地域経済がどんどん縮小して

いくと、結局、担い手も人もいなくなるし、

担い手が不足して、技術や技能もなかなか承

継されない。その将来、地域の文化や地域コ

ミュニティーも維持できないというような状

況になってまいりますので、そういった面を

踏まえて、県としては全ての分野の施策に関

わるものだと思っておりますので、こういっ

た全ての県庁の施策を通して、実現をしてい

かなければいけないのかなと思っておりま

す。 

 その中で、今回この委員会では、特にＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）と、

あと関係人口といいますか移住定住の問題、

こういったところでもってなるべく人口を維

持していく、そういった施策を、いろいろ御

意見をいただいて、それをまた県の施策にフ

ィードバックしていきたいなという思いでお

りますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

○田代国広委員 この中に書いてある政策全

てが人口に関係することでございますし、人

口が減れば、ここに書いた政策は絵に描いた

餅となってしまうわけでございまして、大変

厳しく難しい問題ですけれども、日本は日本

としていいんですけれども、せめて熊本県は

熊本県独自のやっぱりそういった政策を、殻

を破るような政策を展開することが、国内に

対して私は必要だと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○松野明美委員 関連です。 

今回、一般質問で田代先生のほうから。子

供の出生率が全国の平均を県は上回っていま

すというような答弁をいただきました。 

 その中で、やはり出生率と一緒に大切なの

は婚姻率だと思っているんですが、婚姻率

は、県は全国を下回っているということを聞

きました。 

 その中で、先ほどお話がありました婚活パ

ーティーとか、現代ではオンラインによるイ

ベントが行われているということなんです

が、その婚姻率アップのために、これからの

施策といいますか、そういうのがありました

らちょっと教えていただけますでしょうか。 

 

○椎場健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 今、松野委員のほうからお話がありまし

た、いわゆる婚活みたいな活動については、

今、健康福祉部の子ども未来課のほうで取組

をやっております。ですので、そちらのほう

から委員のほうに説明させていただければと

いうふうに思っておりますので、よろしくお

願いします。 

 

○松野明美委員 これも管轄外だったのかも

しれませんが、要望といたしまして、私この
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問題で同窓会が２～３年前にありまして出席

をしまして、私の友人の中でも、私のこの年

齢で数名、一度も結婚したことがないという

ような友人がおりました。その理由を聞きま

すと、やはり結婚願望はある、結婚をしたい

んだと。ただ出会う機会がないというような

言葉をいただきまして、行政が後押しするの

も一つの役目ではないかなと感じたところで

ございます。 

 また離婚率が下がっているということです

ので、ぜひ出生率とともに婚姻率のアップも

お願いしたいなと思っております。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○濱田大造委員 せっかくですので。 

 議論が多岐にわたっているんですけれど

も、人口減少時代をどう捉えるかで大きく違

っているんですが、フランスもドイツもイギ

リスも先進主要国で、人口１億人いなくても

豊かな国でいられているんですね。ですか

ら、別に人口が9,000万人に日本がなって

も、そんなに悲観することはないと私は思っ

ていますけれども。 

 その代わりに労働生産性を高めるのが、私

たちの仕事だと思います。 

 例えば、でも難しいのは、７ページで介護

現場の負担軽減につながる介護ロボットの導

入、こういうのを目標にしているというのを

書いているんですけれども、実際は私もいろ

んな介護関係の人たちとも話す機会があるん

ですが、介護とは実は雇用のセーフティーネ

ット的な意味合いが非常に強くて、介護ロボ

ットを導入したらちょっとまずいよねという

話も、両方あるんですね。ロボットを導入し

たらいいねというところと、いや導入したら

働く場所が余計なくなるというのもあるの

で、その辺の見極めというのが行政はどう持

っていくのかというのが重要だと思います。 

 あと、コロナ禍で日本が非常にデジタル化

が遅れているということが本当に顕在化しま

して、例えば去年、一時金10万円の給付で

も、電子申請したらアナログで手紙で送った

ほうが速かったとか、最近ではもうコロナの

感染者数、保健所からファックスでいまだに

やり取りしているとか、そういうのが全国的

に露呈しまして、この委員会ではぜひ、そう

いうデジタル化の遅れをどうやって県が指導

していくのかというのを議論すべきだと僕は

思います。 

 あと最後に労働生産性の話なんですけれど

も、コロナ禍で飲食店が営業が事実上できな

くて、長期にわたって熊本県でも飲食店が壊

滅的な打撃を受けて、例えばタクシー業界も

今もう存続の危機にありまして、タクシー業

界も身売りの話がどんどん出ていて、もう雇

用を維持できない、開店休業がずっと続いて

いるわけですね。 

 一方、介護タクシーという業界があるんで

すけれども、ここは人手が全く足りない。介

護タクシーの業界の人に聞くと、介護タクシ

ーは需要がむちゃくちゃあるんですけれど

も、潜在的な需要。でも基準が厳し過ぎて、

しかも補助金が一切出ないんですね、介護タ

クシーを始めようとしても。全部、自腹で経

営者が購入して。だから、現場のことを行政

も私たち県会議員もよく知って、どこにニー

ズがあって、どういう労働生産性を高めてい

くのかが課題になっていると思います。 

 特に答えは要りませんが、僕がちょっと感

じたことを言わせていただきました。ありが

とうございました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○髙木健次委員長 ないようでしたら、次に

行政サービスの維持向上に関する件について

質疑はありませんか。 
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○河津修司議員 何ページというよりも、今

までのデジタル化についてもかかってくるか

と思うんですが、市町村はデジタル化に進も

うとすると、紙媒体からデジタル化にしてい

くときに、入力とか非常に手間と費用がかか

ると思うんですが、そういったことに対し

て、先ほど少しは国・県からも財源的な手当

も付くという話もありましたが、その辺のと

ころはどうなっているんですか。 

 実際、例えば基本となる地図データとかに

しても、地籍調査がまず終わってないところ

が大分まだ残っているというところで、それ

も使えないんですが、調査が終わったとして

も、昔したところはまだ紙媒体でしか残って

ないところもあるんじゃないかと思うんです

が、それがないと基本的なところを使おうと

思っても、デジタル化ができないんじゃない

かと思うのと、インフラも情報化していく中

で、地図データになるとインフラがちゃんと

載っているかという、それも既にそういった

データをなくしているとかいうところもあっ

て、昔の情報はわからないとか、そういった

ものの復元とか、もろもろの費用とか、人の

手が足りないとか、そういった手当について

はどういうふうな仕組みがありますか。 

 

○深川農林水産政策課長 農林水産政策課の

深川でございます。 

 農林水産部のほうでは地籍調査を行ってお

りまして、現在、全国の進捗率が52％なんで

すけれども、熊本県は84％という形で、全国

７位ということになっております。 

 また熊本県の場合には農地ＧＩＳシステム

というのを持っておりまして、それは市町村

と県のほうで広域的な農地の使われ方、そう

いったものを可視化するというようなもので

ございます。それにつきましては、昨年の令

和２年７月豪雨、それにおいても農地の復旧

状況ですとかそういったものをマッピングす

るということで見える化したところでござい

ます。農林水産部においては、そのような予

算の投入をしております。 

 今後のＤＸといいますかデジタル化があり

ますので、そういった形で取り組んでまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。これはＧＩＳの御紹介

でございました。 

 

○髙木健次委員長 いいですか。 

 

○臼井情報政策課長 情報政策課でございま

す。 

 負担という意味で、財政的な面と手間的な

面、２点あると思います。手間的な面に関し

ましては、これは県民の皆様のため、市町

村、県庁、皆さんで汗をかいてやっていく部

分かと思っておりますので、デジタル化に向

けて頑張っていきたいというふうに思いま

す。 

 財政的な面に関しましては、基本的には国

の要請だったり法律に基づいてやることに関

しては、しっかり財政的負担、財政的な支援

ないし整備というものが国によってなされる

ものと承知しております。 

 仮に不十分な点があれば、県としてもしっ

かり国に要望して、つつがなく実行できるよ

うに頑張っていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○河津修司議員 基本的なところの開示した

データが、しっかりデータ化してないことに

は、利用するにもできないと思うんですが、

そういったことで、やはり市町村は人的にも 

不足しているし、財政的にも非常に厳しいも

のがありますから、いかんせん自分たちでは

入力ができないというと、どうしてもコンサ

ルタントなんかに頼んでやってもらうとかい

う話にもなるかと思うのですが、そういった

場合のやはり財政的な支援とかをしっかりで
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きるように、これは要望ですからもう返事は

要りませんけれども、ぜひ考えていただきた

いというふうに思います。 

 

○髙木健次委員長 ほかに。 

 

○濱田大造委員 ２点ありまして、44ページ

まずマイナンバーカードの普及促進に関して

です。 

 これ私も、ようやく今年マイナンバーを取

得しました。この普及がデジタル化の非常に

大きなポイントだと思います。今、熊本県は

どの程度まで普及しているのか、取得率を教

えてください。 

 次、今年の秋にデジタル庁が創設されるわ

けで、非常にいいことだなと私は思っていま

して、これに合わせて熊本県ももういっその

ことデジタル部とか情報システム部、そのく

らいの取り組みをする部がないと対応できな

いんじゃないかなというふうに思うんです

が、その辺、今県はどう考えているのか、現

状のままで対応できるというふうに考えてい

るのか、教えてください。 

 

○坂野市町村課長 マイナンバーカードの普

及状況について、まず御説明いたします。 

 ５月１日現在の県民のカードの取得率は、

29.6％になっております。全国平均が30.0％

ですので、おおむね全国平均程度ということ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○白石総務部長 デジタル庁の設置に伴って

デジタル部とかいうのを検討しているかとい

うことでございますけれども、まずデジタル

庁はどういう組織になるのかとか、それから

どこの省庁の系統でぶら下がってくるのかと

か、そういった情報収集を今やっているとこ

ろでございまして、確かにデジタル化という

と、ここの資料にもありますけれども、全部

署が関わってくる、横断的な業務が発生して

くるというのは想定しておりますけれども、

組織をどうしていくかというのは、ちょっと

まだ今後の検討課題ということで考えており

ます。先生の御意見も踏まえて、また検討し

たいと思います。 

 

○濱田大造委員 ぜひですね。もう本当この

デジタル技術というのは日進月歩で、もうぼ

うっとしていたら、どんどん分からなくなる

というか、進捗具合というのがすごく激しく

て、やっぱりそういう明確な部署なり何なり

つくって、人材の採用も、今、行政職、何職

で入ってくるのかちょっと分からないと思う

んですね。理系の人を採用するにも、デジタ

ル関連でそういう学部を出ている人なのか専

門学校を出ている人なのか、まず方向性をぜ

ひ県としてどう対応していくのかですね。い

っとき時間がかかると思いますけれども、ぜ

ひその辺よろしくお願いします。 

（「関連して、いいですか」と呼ぶ者あ

り） 

○髙木健次委員長 はい。 

 

○溝口幸治委員 今の濱田委員のデジタル化

に向けた組織の在り方みたいな話で、今部長

答弁された、誠実に答弁されたんだと思いま

すけれども、私ずっと、椎場課長もいらっし

ゃいますので、ずっと議論しているのは、こ

の情報化の取組って、熊本県でなかなか動き

が鈍いというか、見せ方が下手だと。予算配

分とかやっていることはやっているんだけれ

ども、では、よそと比べたときにどうなのと

いったときに、例えば企業誘致とか、さっき

の移住定住も関わってくるんですけれども、

例えばＩＴやＩｏＴ、こういうものにどう取

り組んでいるかという、この見せ方がとても

下手だと思うんですね。 

 例えば、このＤＸでいくと、もう既に三重

県とかは知事の肝入りで、民間から技術者を
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部長として雇って、そこに、国と同じです

ね、デジタル部みたいなものを組織してい

く。あるいは、ちょっと昔でいうとＩＴとか

ＩｏＴのときになると、広島とか佐賀は、こ

れだけ予算ありますよと、どんどん企業も来

てください、定住移住も受け入れますよみた

いな見せ方をして、そこに引かれていく。県

に聞くと、いやいや県もやってないわけでは

ないですよ、この部分はこっちでやってい

て、この部分はこっちでやっていてと、我々

が聞くと、それつなげていくとつながるわけ

で、熊本県の情報化はどういう取組ですかと

か、ＩｏＴどうですかと言ったときには、誰

も答えられないというか、きちっと返ってこ

ないという状況が続いていたんですね。 

 そういった意味で、今、濱田先生がおっし

ゃったような、国がもうデジタル庁をつくっ

てやっていくというときに、もちろん先走っ

てやるのがいいことではない部分もあるでし

ょうけれども、やっぱりこの流れに乗ってし

っかり対応していくというときに、組織の在

り方をきちっとやっておかないと、今、臼井

課長が一生懸命やられているんでしょうけれ

ども、全庁的に本当にそういう意識をみんな

が持つのかといったときには、やっぱり組織

だと思うんですね。そこは、しっかり議論を

していってほしいというふうに思っていま

す。 

 答えがあればいただきますけれども、なけ

ればもう結構です。 

 

○白石総務部長 いろいろアドバイス、あり

がとうございます。 

 今の取組、ちょっといろいろアピールの不

足というのもあるかもしれませんけれども、

最初の資料の説明の中にも少し触れられてい

ましたけれども、全庁横断的な組織として

は、情報化推進本部というのをつくっていま

して、そこで各部ができることなり、その大

元は情報政策課がやっているんですけれど

も、横断的な取組をするということでそうい

う組織もつくっておりますので、また今後ど

ういった形にしていくかというのは、ちょっ

とまた検討させていただければと思っており

ます。 

 以上です。 

 

○厚地政策審議監 現在、情報政策課を持っ

ております企画振興部からも一言お話しさせ

てください。 

 今、総務部長が申し上げましたように、全

庁的な組織としては高度情報化推進本部を持

っておりまして、この中で全庁的な対応につ

いて検討しております。 

 今、組織等の検討は必要はないかというよ

うなお話を頂いております。こういった組織

につきましては、各部のほうから総務部のほ

うにいろいろお願いをしていくという立場も

ございます。せっかく、そういったお話も頂

いておりますので、全国的な動き等も踏まえ

まして、企画振興部としても検討していく必

要があるというふうに思っています。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 どうもありがとうございま

した。 

 県庁内にも大事なんですけれども、さっき

河津先生がおっしゃったように、市町村は人

もいなくて、この委員会でもずっと議論を繰

り広げているように、専門の人が育ちにく

い、あるいは、なかなか専門性を持った職員

がいないということで、市町村も不安なんで

すね、このＤＸというのは。だから、やっぱ

りきっちり市町村の面倒も見る、熊本市以外

ですよ、そういう気持ちが県の中には必要だ

と思います。 

 というのが、そもそもこの地域対策特別委

員会をつくるときに、すみません、これ我が

党の中での議論だったと記憶していますが、

熊本市が政令市になって、いわゆる親子関係
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の県と市町村の関係から、熊本市は兄弟分み

たいになる、いわゆる独り立ちしていくと。

だったら熊本県は、もっと熊本市以外の市町

村に手厚く支援していかなければならないと

いう思いもあって、そのためには地域により

焦点を当てた取組が必要。さっき山本先生も

おっしゃったように、地域にしっかり手を差

し伸べる熊本県であってほしいという思いも

あって、この委員会ができ上がったというふ

うに承知しています。 

 ですから、この地方創生の取組をそれぞれ

の地域で頑張ったり、この行政サービスはど

うあるべきか。いわゆる地方に、地域に、ど

う熊本県が向き合って、どう手を差し伸べる

のか、一緒に熊本県全体を発展させるのかと

いう視点がとても大事で、そのことを議論す

るのが、この地域対策特別委員会だろうと思

いますし、逆に言うと、松田先生が冒頭おっ

しゃいましたけれども、議論するけれども終

わったときに、勉強にはなったけれども何か

残ったかなというと、やや不安なところもあ

りますけれども、例えば、この１年後に、い

やいやここで議論してこれだけやっぱり熊本

県は、例えばこのＤＸがしっかりとした組織

が立ち上がって、それぞれの市町村に対する

支援体制がこういうふうになったとか、地方

創生の取組で熊本県が熊本市以外の地域にこ

ういう手が差し伸べられるようになったと

か、事務的にもこういう手厚い支援ができる

ようになったとかという、いわゆる熊本県型

のこの最後の行に出てくる、何か未来型のと

いうか地域の予想図みたいなものがあります

けれども、国が議論して未来を予想していく

というような話が載っていましたけれども、

そういう熊本県側が先に行ってもいいんです

よね、熊本県の人口減少はよその県と同じじ

ゃないわけで、加速しているわけで、熊本県

のことが一番分かるのは県職員ですから、熊

本県版のこの未来予想を意識して、しっかり

県庁の組織をどうしていくのかということで

すね。何か一緒に議論していく委員会であっ

てほしいなというふうな思いもありますけれ

ども、そのあたり厚地さんどう思われます

か。 

 

○厚地政策審議監 やはり市町村を支援する

のが、県の役割です。ＤＸ、とても重要な課

題でありますが、私もですが、もちろん人口

規模の小さい市町村にとっては、大変ハード

ルが高いものであろうと思っております。ぜ

ひ各市町村の意見を聞かせていただきなが

ら、全体的にどういった、例えばＤＸに関し

て言いますとどういった組織にすればいいの

かあたりにつきましても、議論していきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 すみません、２点お答えをさせていただけ

ればと思います。 

 １点目が、先ほどこちらのほうから地域の

未来予測の関係について御説明させていただ

きました。その中での県の役割をということ

で、例えば県全体での未来予測というものも

考えてはどうか、というお話だったと思いま

す。 

今回、地制調の答申の中で出ておりますこ

の地域の未来予測に係る県の役割といいます

のが、基本的には市町村の求めに応じて、そ

の未来予測を市町村がつくっていくサポート

をしていくと、そういったところが今回指摘

をされているところでございます。その上

で、市町村がそういうふうなデータをつく

り、今後の課題解決に向けて、取組の方向を

整理していきますので、それを県も一緒にな

って、共有して一緒になって進めていく、そ

ういう役割を果たしていきたいと思っており

ます。 

 それから、すみませんもう１点｡ 

 先ほど、デジタル人材の確保について、市
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町村のほうにもう少し何らかの支援が必要じ

ゃないかというお話をいただきました。 

 地方創生の関係につきましては、地方創生

人材支援制度という、国の制度がございまし

て、その中にデジタル専門人材についてのメ

ニューもございます。それで、一応今年度は

県内でいうと長洲町、小国町、錦町、あさぎ

り町、こういったところでこの国の制度を使

って、派遣を受けられているところでござい

ます。 

 状況ということで、御報告でございます。

以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 もうこれ以上あれですけれ

ども、近年、災害も含めて熊本地震も含め、

昨年の豪雨も含めて、熊本県から人材をそれ

ぞれの市町村に派遣していただいて、非常に

ありがたいことなんですね。そして今のＤＸ

の話もそういうことになってくると思います

し、逆に言うと、もうそれぞれの市町村も熊

本県から人材が来ないと行政が回らないみた

いな感じのところも結構あるのかなというふ

うに思っています。それは、たぶん加速して

いくんだろうと思います。 

 ですから、今日はそれぞれの先生方はそれ

ぞれの地域を背負って出ていらっしゃいます

ので、やっぱりここの委員会ではそれぞれの

地域の実情をきっちりぶつけて、それに、ど

う県が対応していくのか、まさに地域をどう

つくっていくのか、そのときに県がどういう

役割を果たせるのかということで議論してい

ければなというふうに、私は個人的には思っ

たところです。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 42ページですが、この中で

個人情報関係３法を一本の法律に統合する

と、このデジタル改革関連法案は成立してお

りますので、こういう方向で進められるとい

うようなことになるならば、熊本県も県の個

人情報保護条例がありますが、その条例はこ

の法律によって一本化していくというような

方向になるわけですか。お尋ねします。 

 

○臼井情報政策課長 間違いがあれば後ほど

訂正させていただきますが、私の認識として

は、３本法律があるからといって、今３本条

例があるというふうには承知しておりませ

ん。 

 

○山本伸裕委員 これは自治体と民間と様々

な個人情報の保護のルールを一元化していこ

うというようなことなので、それぞれの市町

村、自治体が持っている個人情報保護条例も

一元化の方向で統合していくというようなこ

とではないのかなというふうに考えておりま

す。 

 それで、県の個人情報のルールとして明記

されているんですけれども、収集した個人情

報を事務の目的以外の目的で利用及び提供す

ることは原則として行いませんと。それで、

この例外規定として、公益上の必要その他相

当の理由があるときなどは、熊本県個人情報

保護制度審議会の意見を聞いて、例外的な取

扱いを行うことになっていると。非常にやっ

ぱり個人情報の目的外利用については規制を

して、個人の情報が守られるような、そうい

う規定があるわけですよ。こういう規定が壊

されてしまうと非常に、やっぱり個人情報保

護の観点から問題があるのではないかという

ふうに考えておりまして、そこはぜひ熊本県

として、今持っている個人情報保護のルール

は、将来にわたって堅持するような考え方で

運営を進めてほしいなというふうに思うんで

すが、何か御見解はありますでしょうか。 

 

○白石総務部長 この法律に基づいて、熊本

県の条例をどのように改正するかは今検討中
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でございますけれども、今、山本委員が御指

摘の個人情報保護法に関して、審議会とかは

ございますので、そのあたりの先生方とも協

議して、もともとの趣旨が継続できるような

形で検討を進めたいと思います。 

 

○髙木健次委員長 よろしいですか。 

 

○山本伸裕委員 ぜひ今までの堅持してきた

考え方をしっかり検討していただきたい。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○髙木健次委員長 なければ、質疑はこれで

終了いたします。 

 次に、議題３、閉会中の継続審査について

お諮りします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき議長に申し出

ることとしてよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙木健次委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 その他として、何かありませんか。 

 

○松田三郎委員 すぐ終わります。 

 要望を一つ。さっき本編でちょっと言うべ

きでしたんでしょうけれども、資料の29ペー

ジの移住定住のところで、これ、あくまで要

望ですけれども、県外からの移住者というの

は、熊本県に住みたいという人はもちろんい

らっしゃるでしょうけれども、熊本県内のど

こどこ市、どこどこ町、どこどこ村、そうい

うところに行かれるという、移住される方が

多いと思うので、可能ならば次の委員会で、

県外から市町村別の移住者というのが、何か

こう資料をつくるのが非常に負担に感じると

いうのでなければ、あるいはこれ公開するの

に支障があるということでなければ、次の委

員会にあれば助かるなと、委員長にお願いし

たいと思います。要望です。 

 

○髙木健次委員長 答弁要りませんね。 

 

○松田三郎委員 はい、要りません。 

 

○髙木健次委員長 はい。 

 ほかになければ、本日の委員会はこれで閉

会しますが、冒頭にも申し上げましたとお

り、今回は、本年度は３回目の地域対策特別

委員会ということで、デジタル化、デジタル

庁の新設とともに非常に日本が、コロナ禍も

含めて大きな変換期に入っていると思いま

す。 

 このことによって、非常に地方創生あるい

はいろんな分野で大きな課題が出てくるとい

うふうに思っておりますが、我々この特別委

員会はそういうことをしっかりと把握しなが

ら、認知しながら、しっかりと一つ一つ解決

に向かうように頑張っていただければ大変あ

りがたいというふうに思います。 

 以上をもちまして、本日の会議を閉じたい

と思います。委員会を閉会いたします。 

  午後０時02分閉会 
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